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せいかつの いろいろなこと （にしのみやしの ばあい） 

印
い ん

鑑
か ん

、印
い ん

鑑
か ん

登
と う

録
ろ く

 のこと 
 

○ 印 鑑
いんかん

 のこと 

日本
にほん

では、 印 鑑
いんかん

が サイン
さ い ん

（さいん＝ 署 名
しょめい

）と 同じ
おなじ

 意
い

味
み

を 持
も

っています。 

普
ふ

段
だん

は、 認
みと

め 印
いん

と いう 小
ちい

さい 印
いん

鑑
かん

を 使
つか

います。 

役
やく

所
しょ

に 書
しょ

類
るい

を 出
だ

すとき、 大
たい

切
せつ

な 郵
ゆう

便
びん

物
ぶつ

を 受
う

け取
と

るとき、 宅
たく

配
はい

便
びん

などを 受
う

け取
と

るときなど

です。 

大
たい

切
せつ

な 契
けい

約
やく

を するとき（土
と

地
ち

、 家
いえ

、 車
くるま

を 買
か

うときなど）は、 実
じつ

印
いん

や 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

が 

いります。 
 
 

○ 実 印
じついん

と 印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

 のこと 

実 印
じついん

は あらかじめ 市区
し く

町 村
ちょうそん

の 役 所
やくしょ

などに あらかじめ 使
つか

う 印
いん

鑑
かん

を 知
し

らせて 記
き

録
ろく

する

ものです。 

役
やく

所
しょ

で 記
き

録
ろく

された 印
いん

鑑
かん

を 実
じつ

印
いん

といいます。 

実
じつ

印
いん

は、にせものの 印
いん

鑑
かん

が 作
つく

りにくい 大
おお

きい ものに します。実
じつ

印
いん

として 登
とう

録
ろく

する 印
いん

鑑
かん

で 

使
つか

う名
な

前
まえ

は、パスポート（ぱすぽーと）の 名前
なまえ

や 外 国 人
がいこくじん

登 録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

の 名前
なまえ

 または ふりが

なを つけた 

名
な

前
まえ

など、 役
やく

所
しょ

に 登
とう

録
ろく

している 名
な

前
まえ

を 使
つか

って ください。 

 
 
 
 
 
 
 



ej03-06-r3 

せいかつの いろいろなこと （にしのみやしの ばあい） 

（手
て

続
つづ

きを する 場
ば

所
しょ

） 

⻄
にしの

宮
みや

市
し

役
やく

所
しょ

 市
し

⺠
みん

課
か

  0798-35-3108 

⻄ 宮
にしのみや

市内
しない

の それぞれの地域
ちいき

にある 支所
ししょ

、サービスセンター（さーびすせんたー）、 

アクタ⻄宮ステーション（あくた にしのみや すてーしょん）で 登 録
とうろく

する ことが できます。 

   （土曜日
ど よ う び

・日曜日
にちようび

・ 祝 日
しゅくじつ

は 手続
てつづ

き できません） 

印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

は、使
つか

っている 印
いん

鑑
かん

が 実
じつ

印
いん

（ 実
じつ

印
いん

）で ある ことを 証
しょう

明
めい

する ものです。 

実
じつ

印
いん

を 使
つか

って 大
たい

切
せつ

な 契
けい

約
やく

を するとき、 印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

証 明 書
しょうめいしょ

が 必 要
ひつよう

に なることが あり

ます。 
 

○ 印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

 のこと 

印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

は、 財
ざい

産
さん

と 権
けん

利
り

を 守
まも

る ための 大
たい

切
せつ

な 制
せい

度
ど

です。 

 

(1) 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

が できる ひと 

15 歳
さい

以
い

上
じょう

で、 その 市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の 住 ⺠
じゅうみん

基本
きほん

台 帳
だいちょう

に 記録
きろく

されている 人
ひと

です。 

(2) 印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

を するには 

登
とう

録
ろく

の 手
て

続
つづ

きを するには、 登
とう

録
ろく

する 印
いん

鑑
かん

と 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

などを 持
も

って、 役
やく

所
しょ

に 行
い

き

ます。 

自
じ

分
ぶん

で 手
て

続
つづ

きを すれば、 役
やく

所
しょ

に 行
い

っ
っ

た
た

 ときに 登
とう

録
ろく

が できます。 

代
か

わりの 人
ひと

が 手
て

続
つづ

きを することも できます。   

※ 在 留
ざいりゅう

カード
か ー ど

など 

⇒ 在
ざい

留
りゅう

カ
か

ー
ー

ド
ど

、 特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

、 有
ゆう

効
こう

な 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

、パ
ぱ

ス
す

ポ
ぽ

ー
ー

ト
と
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○ 印 鑑
いんかん

登 録 証
とうろくしょう

、印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

カード
か ー ど

 のこと 

印 鑑
いんかん

登 録
とうろく

を すると 印 鑑
いんかん

登 録 証
とうろくしょう

が でます。これを 市区
し く

町 村
ちょうそん

の 係
かかり

に 見
み

せると、 印
いん

鑑
かん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

を もらえます。 代
か

わ
わ

り
り

の 人
ひと

が 申
もう

し込
こ

む ことも できます。 

 

 ※ 市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

によって、手
て

続
つづ

きを する 場
ば

所
しょ

、 方
ほう

法
ほう

や サービス（さーびす）の 種
しゅ

類
るい

、 

名
な

前
まえ

が ちがうことが あります。 

 ※  詳
くわ

しいことは、日
に

本
ほん

語
ご

がわかる 人
ひと

と 一
いっ

緒
しょ

に 聞
き

いてください。 


